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参考２．クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導

入促進補助金業務実施細則（充電設備） 

 

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 

業務実施細則（充電設備） 

制定 令和７年６月３０日 

改定 令和７年１１月２６日 

（趣旨） 

第１条 一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という。）が、クリーンエ

ネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金（以下「補助金」

という。）を交付する業務は、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんイ

ンフラ等導入促進補助金交付規程（充電設備）（以下「交付規程」という。）に定めるものの

ほか、交付規程によりセンターが定めるこの業務実施細則（以下「実施細則」という。）によ

る。ただし、交付規程第５条第１項に定める補助対象経費に係る充電設備承認の手続きについ

てもセンターが別に定める。 

 

（用語） 

第２条 実施細則で使用する用語は、特に定めのない限り交付規程の例による。 

一 「高機能急速充電設備」とは、電気自動車等への充電に際し、現契約電力を超えないよう

に充電のための電力を制御する機能等充電設備の運用費用の負担低減に資する機能（以下

「運用費低減機能」という。）、課金が可能となる機能、又はこれらを組合せた機能を備え

た急速充電設備をいう。 

二 「高機能普通充電設備」とは、運用費低減機能、課金が可能となる機能、又はこれらを組

合せた機能を備えた普通充電設備をいう。 

三  「充電用コンセント」とは、日本配線システム工業会規格「ＪＷＤＳ－００３３ ＥＶ

充電用コンセント・差込プラグ」に適合したコンセントをいう。なお、運用費低減機能、課

金が可能となる機能、又はこれらを組合せた機能を備えたものも含まれる。 

四 「充電用コンセントスタンド」とは、センターが認めた充電用コンセント（ＪＷＤＳ－０

０３３に適合するもの）を装備する盤型、又はスタンド型のものをいい、日本配線システム

工業会規格「ＪＷＤＳ－００３５ ＥＶ充電用コンセント盤・コンセントスタンド」適合す

ることを必要とする。なお、運用費低減機能、課金が可能となる機能、又はこれらを組合せ

た機能を備えたものも含まれる。 

五 「経路充電」とは、長距離を移動する場合の電欠回避を目的とする充電等をいう。 

六 「目的地充電」とは、移動先での滞在中の駐車時間に行う充電等をいう。 

七 「基礎充電」とは、電気自動車等の所有者の自宅や事業所、勤務先など、車両の保管場所

で行う充電をいう。 

八 「空白地域」とは、「経路充電」における電欠防止の観点から特に重要な場所のことをい

い、原則、道のり１５ｋｍ圏内に急速の公共用充電設備がない場所とする。 

九 「給油所」とは、揮発油等の品質の確保等に関する法律（第二条３項）に定義されている

給油設備により自動車（道路運送車両法で自動車の種類として定義されているものをい

う。）に揮発油を給油するための施設をいう。 
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十 「公道上」とは、高速道路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第１条に規定する高速

道路株式会社６社が管理する道路及び地方道路公社法第１条（平成２５年６月１４日法律第

４４号）に規定する地方道路公社が管理する道路を除く、道路法における国道、都道府県

道、市町村道のことをいう。 

十一 「コンビニエンスストア」とは、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業（目的

地充電）のうち、交付規程第８条第２項の選定において優先される設置場所区分として次

の各列記事項に定める要件を満たす施設のことをいう。 

イ 急速充電設備を設置するコンビニエンスストアの店舗であること。 

ロ フランチャイズチェーン協会の会員の場合は、営業内容がコンビニエンスストアとして

登録されている企業の直接運営もしくはフランチャイズ契約を締結し運営しているコンビ

ニエンスストアの店舗であること。 

ハ フランチャイズチェーン協会の非会員の場合は、日本標準産業分類（令和５年７月改

定）及び経済センサス－活動調査（令和３年６月）に基づく定義に準ずるコンビニエンス

ストアの店舗であること。 

十二 「自動車ディーラー」とは、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業（目的地充

電）のうち、交付規程第８条第２項の選定において優先される設置場所区分として次の

各列記事項に定める要件を満たす施設のことをいう。 

イ 急速充電設備を設置する自動車ディーラーの店舗であること。 

ロ 自動車メーカー又は正規輸入販売元の直接運営もしくは販売契約を直接締結している法

人の施設のうち、新車（四輪車の普通自動車、小型自動車及び軽自動車のことをいう。）

を販売する自動車ディーラーの店舗であること。 

十三 「マンション等簡易申請」とは、当該設置工事に係る補助対象経費の申告が簡易な申請

方法のことをいい、マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業（基

礎充電）のうち、申請者が管理組合となる既存の分譲マンション等への設置事業に申請する

場合に限り、選択できるものとする。 

なお、その場合は、交付規程第８条第２項の選定において優先される設置場所区分とする。 

十四 「月極駐車場等」とは、１か月単位以上で賃貸契約を行う駐車場をいう。 

十五 充電設備における「中古品」とは、申請者が既に代金を支払い、設置し、メーカー発行

の保証書等を受領した充電設備をいい、「新古品」とは、申請者が代金を支払って既に所有

する設置されていない充電設備をいい、いずれもその購入費用は補助対象経費とはならな

い。 

十六 「共同申請」とは、一つの申請に関し、複数の申請者がいる場合、手続きの代表者を定

めた上で共同して申請することをいう。原則として、充電設備の所有権を有する者が申請の

手続きを行うこととする。 

十七 「年度またぎ事業」とは、財政法第１５条に基づき、国会の議決を経て、次年度以降

（原則５年以内）にも効力が継続する債務を負担する行為である「国庫債務負担行為分」に

よる、充電設備設置の施工期間が長期となる令和７年度、令和８年度の２か年にまたがる事

業のことをいう。 

なお、「年度またぎ事業」の補助金を交付する業務については、センターが別に定める。 
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（補助金交付上限額） 

第３条 交付規程別表２の充電設備に係る補助金交付の交付上限額の範囲としてセンターが定め

る金額は、別表１に定める金額とする。 

２ 交付規程第６条第１項の規定による事業の種類及び充電設備の種類ごとにセンターが定める

充電設備に係る補助金交付上限額を、同条第２項の規定により充電設備の型式ごとに別表１－

１のとおりとする。 

３ 交付規程第６条第１項の規定による事業の種類、充電設備の種類及び設置工事の内容ごとに

センターが定める設置工事に係る補助金交付上限額は、別表１－２のとおりとする。 

４ 交付規程第５条第２項に基づきセンターが承認する充電設備の条件を別表２に定める。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 交付規程第７条第１項に規定するセンターが指定する申請期間は、別表３のとおりとす

る。 

２ 交付規程第７条第２項第一号に定める一つの工事とは、原則、同一施設に属する駐車場に充

電設備を設置する工事をいい、 同一施設に属する駐車場が複数あり、別の駐車場に設置する

場合も一つの工事という。ただし、マンション等への充電設備設置事業において、各棟の居住

者用ごとに分かれている駐車場に充電設備を設置する場合は、各々の駐車場ごとに一つの工事

として扱うものとする。 

３ 交付規程第７条第２項第八号に規定する補助対象経費の支払方法において、他の取引との相

殺払い、手形（電子手形を含む。）による支払及び裏書譲渡、ファクタリング（債権譲渡）に

よる支払、割賦販売やローン契約を利用した支払等によるものは認めないものとする。 

４ 交付規程第７条第２項第九号に定める工事の施工開始とは、充電設備設置に係る搬入や充電

設備設置の為の基礎工事などの設置に係る準備や工事の一部又は全部の施工の開始のことをい

う。 

５ 交付規程別表４に掲げる交付申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは、別表４

のとおりとする。 

６ 申請者は、交付規程第５条第１項に定める交付の対象者のうち、地方公共団体の支庁・支

所・出張所等又は法人の支社・支店からの申請を行う場合にあっては、交付規程第７条第１項

の規定による交付申請と同時に、代表権者から当該支庁・支所・出張所等の長又は当該支社・

支店の長へ申請に関する権限が委任されたことをセンターに届けなければならない。 

７ 申請者は、交付規程第７条第２項第五号に定めるリース契約を含む申請を行う場合にあって

は、交付規程第１６条第２項に定める保有義務期間以上使用することを前提とした契約とする

に同意すること。 

８ 申請者は、共同申請を行う場合にあっては、次の各号に定める項目に関し他の共同申請者と

合意の上で、交付規程第７条第１項の規定による交付申請をしなければならない。 

一 交付規程及び実施細則に規定される一切の手続きを行う代表者を定めること。だだし、原

則充電設備を所有するものを代表者とすること。 

二 交付規程第７条第２項第四号、第六号、第十号及び第十三号の規定は、共同申請者に対し

ても適用する。 

三 交付規程第７条第２項第十五号に規定する別表４の注１６は、共同申請者に対しても適用

する。 
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四 交付規程第１４条第２項の規定に従って補助金の交付を受けた場合は、他の共同申請者に

対して速やかに当該他の共同申請者が受領すべき補助金相当額を支払うこと。 

五 交付規程及び実施細則の規定により補助金の返還義務が発生した場合は、共同申請者はそ

の返還額の全額を連帯して返還すること。 

９ 前項に規定する共同申請をするにあたっては、次の各号に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

一 共同申請者が法人にあっては履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等（３か月以内

の発行のもの、原本。）及びセンターが定める役員名簿 

二 共同申請者が法人にあっては、法人番号を証する書類（法人番号指定通知書の写し又はｇ

ＢｉｚＩＮＦＯ等よりダウンロードした該当のＰＤＦファイルデータ等） 

三 共同申請者がマンション管理組合（管理組合法人を除く。）にあっては、マンション管理

組合の現在の代表者が選任されたことを証する書類の写し及び現代表者の本人確認書類 

１０ 申請者は、交付規程別表２の特別な仕様に基づく工事に該当するものとして申請しようと

するときは、交付規程第７条第１項の規定による交付申請と同時に、「特別な仕様に基づく工

事」申請事由を、その関係する規格書又は仕様書を添付してセンターに申告しなければならな

い。 

１１ 申請者は、交付規程第１８条第１項に規定される手続代行者による申請を行う場合は、次

の各号に定める項目に関し了承を得た上で手続代行を依頼し、センターへ手続代行者を届けな

ければならない。 

一 手続代行者は、申請者が依頼する交付規程及び実施細則に規定される手続きを代行するこ

と。 

二 手続代行に係る費用は、補助対象経費とは認められないこと。 

三 補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となる

こと。 

四 手続代行者は、虚偽の申請等不正行為を行った場合は、交付規程第２５条に基づき、手続

代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科せられること。 

１２ 前項の規定は、交付規程第１２条に規定される実績報告においても適用する。 

１３ センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第１５条に基づき交

付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返

還命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じるものとする。 

１４ 共同利用充電拠点における充電設備設置事業における申請者は、次の各号に合意の上で、

交付規程第７条第１項の規定による交付申請をしなければならない。 

一 交付規程第７条第２項第十号の規定は充電設備の共同利用者へ対しても適用する。 

二 前号に該当する場合は、センターが別に定める方法にて申告すること。 

 

（補助対象経費及び補助金交付額の計算方法） 

第５条 補助金交付額は、充電設備費と設置工事費について別々に計算し、それらを合計して算

出する。 

２ 充電設備の購入費については、申請者が申告する充電設備に係る購入価格に補助率を乗じた

額と、別表１－１に定める当該充電設備と同一の型式の補助金交付上限額のいずれか低い方を
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補助金交付額（千円未満の額は切り捨て。）とする。ただし、交付規程第８条第７項の規定に

よる交付決定通知書により交付した内容に対して、交付規程第１２条第１項の規定による実績

の報告において報告された補助対象経費が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は

認めないものとする。 

３ 設置工事費については、交付規程別表２に事業ごとに定めた額を補助金交付上限額とする。

別表１－２に定める事業の種類、充電設備の種類及び設置工事の内容ごと工事項目ごとに申請

者が申告する補助対象経費についてセンターが審査した額と補助上限額のいずれか低い方を合

算した額と、別表１－２に定める該当の補助金交付上限額のいずれか低い方を補助金交付額

（千円未満の額は切り捨て。）とする。 

４ 第２項ただし書きは、前項においても準用する。 

 

（利益等排除の方法） 

第６条 交付規程第７条第２項第十号に規定する利益等排除の方法は別表５に定める。 

２ 申請者は、前項に規定する方法により利益等排除の交付申請をしようとするときは、交付規

程第７条第１項の規定による交付申請と同時に、利益等排除の申告をセンターにしなければな

らない。ただし、共同利用充電拠点における充電設備設置事業に係る申請者及び充電設備の共

同利用者において、該当者が複数となる場合は別表５に定める最も関係性のある該当者にて申

告すること。 

３ 申請者は、第１項に規定する方法による交付規程第８条第７項の交付の決定の通知を受けた

場合は、同規程第１２条第１項の規定による実績の報告をしようとするときに、利益等排除の

申立をセンターにしなければならない。なお、前項ただし書きは申立する場合に準用する。 

 

（交付の決定等） 

第７条 センターは、交付規程第８条第４項の交付審査等をするにあたり、充電設備の普及を促

進する地方公共団体に対して、設備設置が円滑に実施できるよう十分に配慮するものとする。 

２ 交付規程第８条第２項に規定するセンターが別に定める基準は選定の区分ごとに別表６に定

める。 

３ 交付規程第８条第４項に規定するセンターが別に定める交付の決定を行う期間は別表３のと

おりとする。 

 

（計画変更の承認等） 

第８条 センターは、交付規程第８条第７項の交付決定通知、同条第８項の修正、同条第９項の

条件、第１０条の計画変更の承認その他の理由により、当初の交付申請に係る補助対象経費が

増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。 

２ 申請者は、交付規程第１０条第１項の計画変更をしようとするときに、別表７にセンターが

定める軽微な変更を行う場合は、センターに計画変更の申告をするものとする。 

３ 前項において変更の内容が工事の内容に関わらない軽微な変更とセンターが認める場合は、

センターに変更内容の報告をもって届けることとする。 

４ センターは、第２項において申告された変更の内容が、軽微であると認められる場合は、第

２項に定める計画変更の申告をもって承認する。 
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（実績報告等） 

第９条 交付規程第１２条１項のセンターが別に定める実績の報告期限日は別表３のとおりとす

る。 

２ 交付規程第７条第２項第十一号に定める充電設備の設置完了とは、補助対象経費に係る充電

設備を稼働せしめる設置工事が全て完了した日のことをいう。 

３ 交付規程別表５に掲げる設備設置に係る実績の報告に必要な添付書類のうちセンターが定め

るものは、別表８のとおりとする。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１０条 交付規程第１６条第２項の取得財産等の保有義務期間を別表９のとおり定める。 

２ 交付規程第１６条第３項においてセンターが保有義務違反と認める処分は別表１０のとおり

定める。 

 

（財産処分の制限等） 

第１１条 交付規程第１７条第２項の取得財産等の処分を制限する期間を別表９のとおり定め

る。 

２ 交付規程第１７条第３項の承認を受けて行われる処分のうち、別表１１に掲げるものにあっ

ては、同項の規定は適用しない。 

３ 補助金の交付を受けた者は、前項においてセンターが認める処分を行うときは、センターが

定める様式による取得財産等届出書をもって届けることとする。 

４ センターは、交付規程第１７条第３項に基づき提出された財産処分承認申請書の処分の内容

が、補助事業の目的を達成できないとしてセンターが認めたときは、交付をした補助金の全部

又は一部の返還を求め、財産処分承認通知書により通知するものとする。ただし、その取得財

産等の処分が本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして次の各号に該当すると

きは、センターは補助金の返還を求めないものとする。 

一 天災又は過失のない事故等により補助対象充電設備が使用不能となり廃棄処分した場合。 

二 その他センターが特に認める場合。 

５ 前項において、センターが補助金の返還を求めるときは、減価償却資産における償却方法の

考え方に基づき、当該返還額は、補助金交付額等を勘案して算出される額とする。 

６ 補助金の交付を受けた者が、交付規程第１６条第２項に定める保有義務期間に同規程第１７

条第１項において処分を制限されていない取得財産等の処分をするとき又は処分を制限された

取得財産等を同規程第１７条第３項に規定された処分に該当しない処分をするときは、あらか

じめ取得財産等届出書をもって届けることとする。 

 

（充電設備の設置場所等に関する調査） 

第１２条 センターは、電気自動車等の利用環境の向上を図るため、充電設備の設置場所、仕

様、利用者の範囲等に関する情報について調査し、一般への提供等が可能となるよう努めるも

のとする。 

２ 申請者は、前項の調査及び一般への提供等について、承諾しなければならない。 
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（予算の執行に関する措置） 

第１３条 交付規程第２２条第２項に基づき、交付申請に係る方法等（申請期間を含む。）の見

直しに関する必要事項を次の各項に定める。 

２ センターは、交付規程第７条第１項に基づき提出された交付申請の額の累計が予算額に満た

ないと予想される場合は、第４条第１項に定める別表３の申請期間を超えて、交付申請を受付

することができるものとする。なお、この場合には、センターのホームページ上で交付の申請

期間を延長することを告知する。 

３ センターは、前項の交付の申請期間の延長を行う場合は、センターが別に定める予算額の範

囲により、事業ごと又は充電設備の種類ごとに交付の申請期間を見直すことができるものとす

る。 

４ センターは、前項の申請期間の見直しを行う場合やその他の状況により、事業ごと又は充電

設備の種類ごとにセンターが別に定める予算の範囲における消化状況を考慮し、交付申請に係

る方法等（申請期間を含む。）を見直すことができるものとする。 

５ 前項の交付申請に係る方法等（申請期間を含む。）の見直しに関する事項は、交付規程第２

７条第１項に基づき、必要に応じてセンターが別に定める。 

 

（審査委員会） 

第１４条 センターは、有識者等による審査委員会を組織し、経済産業省に提出する交付規程の

審議、実施細則の制定及び変更（軽微なものを除く。）、第１条に基づく補助対象経費に係る

充電設備承認の手続きの制定及び変更、交付規程第５条第２項に基づく補助対象経費に係る充

電設備の承認等、同規程第６条に基づく補助金交付上限額の決定等、前条第５項に基づく交付

申請に係る方法等（申請期間を含む。）の見直しに関する事項、その他補助金の交付業務に係

る重要な決定をするときは、当該審査委員会の審議を経なければならない。 

 

（様式） 

第１５条 交付規程及び実施細則によりセンターが定める様式は、様式Ｊ０１から様式Ｊ３３ま

でのとおりとする。 

 

（附 則） 

１．この実施細則の制定は、第１４条の審査委員会の審議を経て決定する。 

２．この実施細則は、交付規程の適用日（令和７年６月３０日）から適用する。 

 

（附 則） 

１．この実施細則の制定は、第１４条の審査委員会の審議を経て決定する。 

２．この実施細則は、令和７年１１月２６日から適用する。 
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（別表１）充電設備の補助金交付上限額 

・急速充電設備 

充電口数が複数口の急速充電設備を設置する場合の補助金交付上限額は、下表のとおり算出

する。 

総出力 対象事業 補助率 補助金交付上限額 

１０ｋＷ以上 

５０ｋＷ未満 

マンション、月極駐車場及び

事務所・工場等への充電設備

設置事業 

１/２ 

以内 

６０万円 

 

５０ｋＷ以上 

９０ｋＷ未満 

 

※単相仕様の 

 充電設備は 

 ５０万円加算 

高速道路ＳＡ・ＰＡ及び道の

駅等への充電設備設置事業 

 

定額 

１/１ 

以内 

１口 ４００万円 

２口以上 ５００万円 

商業施設及び宿泊施設等への

充電設備設置事業 

 

マンション、月極駐車場及び

事務所・工場等への充電設備

設置事業 

１/２ 

以内 

１口 ２００万円 

２口以上 ２５０万円 

９０ｋＷ以上 

１５０ｋＷ未満 

高速道路ＳＡ・ＰＡ及び道の

駅等への充電設備設置事業 

 

商業施設及び宿泊施設等への

充電設備設置事業 

定額 

１/１ 

以内 

１口 ４００万円 

２口以上 ５００万円 

マンション、月極駐車場及び

事務所・工場等への充電設備

設置 

１/２ 

以内 

１口 ２００万円 

２口以上 ２５０万円 

１５０ｋＷ以上 高速道路ＳＡ・ＰＡ及び道の

駅等への充電設備設置事業の

うち、 

「高速道路ＳＡ・ＰＡ」への

設置 

定額 

１/１ 

以内 

１口 ５００万円 

２口 ７００万円 

※３口目以降１口当たり 

３５０万円加算 

高速道路ＳＡ・ＰＡ及び道の

駅等への充電設備設置事業の

うち、 

「道の駅」、「給油所」、

「公道上」及び「空白地域」

への設置 

 

商業施設及び宿泊施設等への

充電設備設置事業 

１口 ４００万円 

２口 ５００万円 

※３口目以降１口当たり 

２５０万円加算 
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マンション、月極駐車場及び

事務所・工場等への充電設備

設置 

１/２ 

以内 

１口 ２００万円 

２口以上 ２５０万円 

 

・蓄電池付き急速充電設備 

充電口数が複数口の急速充電設備を設置する場合の補助金交付上限額は、下表のとおり算出

する。 

総出力 対象事業 補助率 補助金交付上限額 

９０ｋＷ以上 

１５０ｋＷ未満 

高速道路ＳＡ・ＰＡ及び道の

駅等への充電設備設置事業 

 

商業施設及び宿泊施設等への

充電設備設置事業 

定額 

１/１ 

以内 

１口 ５００万円 

２口以上 ６００万円 

マンション、月極駐車場及び

事務所・工場等への充電設備

設置 

１/２ 

以内 

１口 ２５０万円 

２口以上 ３００万円 

１５０ｋＷ以上 高速道路ＳＡ・ＰＡ及び道の

駅等への充電設備設置事業の

うち、 

「高速道路ＳＡ・ＰＡ」への

設置 

定額 

１/１ 

以内 

１口 ６００万円 

２口 ８００万円 

※３口目以降１口当たり 

３５０万円加算 

高速道路ＳＡ・ＰＡ及び道の

駅等への充電設備設置事業の

うち、 

「道の駅」、「給油所」、

「公道上」及び「空白地域」

への設置 

 

商業施設及び宿泊施設等への

充電設備設置事業 

１口 ５００万円 

２口 ６００万円 

※３口目以降１口当たり 

２５０万円加算 

マンション、月極駐車場及び

事務所・工場等への充電設備

設置 

１/２ 

以内 

１口 ２５０万円 

２口以上 ３００万円 

 

・普通充電設備 

総出力 対象事業 補助率 補助金交付上限額 

６ｋＷ未満 商業施設及び宿泊施設等への

充電設備設置事業 

マンション、月極駐車場及び

事務所・工場等への充電設備

設置事業 

１/２ 

以内 

２５万円 
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６ｋＷ以上 

１０ｋＷ以下 

商業施設及び宿泊施設等への

充電設備設置事業 

 

マンション、月極駐車場及び

事務所・工場等への充電設備

設置事業 

１/２ 

以内 

３５万円 

 

 

・充電用コンセント 

対象事業 補助率 補助金交付上限額 

商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業 

 

マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への

充電設備設置事業 

１/２ 

以内 

７万円 

 

 

・充電用コンセントスタンド 

対象事業 補助率 補助金交付上限額 

商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業 

 

マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への

充電設備設置事業 

１/２ 

以内 

１１万円 

 

 

  



21.参考資料 参考 2－11(実施細則) 

－167－ 

（別表１-１） 

令和７年度 補助対象充電設備型式一覧表 

 

対象となる充電設備はセンターホームページにおいてご案内いたしますので、参照

してください。センターが承認した充電設備が追加された場合は、順次センター

ホームページも更新します。 

（次世代自動車振興センターホームページ http://www.cev-pc.or.jp/） 

 

・センターホームページの掲載フォーム（急速充電設備） 

【区分】充電設備種別、運用費低減機能、課金機能及び蓄電池を示す。 

【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。 

【仕様】三相：三、単相：単 

【補助金交付上限額(千円)】型式における事業及び補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。 

高 速：高速道路ＳＡ・ＰＡ 

道 の 駅 等：道の駅、給油所、公道上、空白地域、目的地（９０ｋＷ以上） 

目的地・基礎：目的地（９０ｋＷ未満）、基礎 

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。 

 

急速充電設備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

種別
運用費
低減
機能

課金
機能

蓄電池

高速
補助率
定額
(1/1)

道の駅等
補助率
定額
(1/1)

目的地・
基礎

補助率
1/2

メーカー名

区分 補助金交付上限額(千円)

型式 出力
充電
口数

仕様
OCPP
準拠
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・センターホームページの掲載フォーム（普通充電設備） 

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び課金機能を示す。 

【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。 

【仕様】三相：三，単相：単 

【補助金交付上限額(千円)】：型式における事業及び補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。 

 

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。 

 

普通充電設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付上
限額(千円)

種別
運用費
低減
機能

課金
機能

補助率
1/2

仕様メーカー名

区分
OCPP
準拠

型式 出力
充電
口数
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（別表１－２）事業ごとの設置工事に係る補助金交付上限額 （単位：万円） 

（注）複数の充電設備または複数口の充電設備の設置工事における「設置工事」の補助金交付上限額については、別にセンターが定める。 

*１ 既存マンション等に設置する場合のレイアウト検討費の上限とする。新築マンション等においては、１０万円を上限とする。 

*２ 高速道路ＳＡ・ＰＡ等（特別な仕様に基づく工事）への設置をした場合に適用する工事全体の上限額を示す。 

*３ 高速道路ＳＡ・ＰＡ等（特別な仕様に基づく工事）に１５０ｋＷ以上かつ３口以上の急速充電設備を設置した場合、工事全体の上限額に２口を超えた口数当たり１,５５０万円を加算する。 

*４ 設置する充電設備は、急速充電設備に限る。 

*５ 設置する充電設備出力の総和により上限額を下表の通りとする。（高速道路ＳＡ・ＰＡ等の特別な仕様に基づく工事を除く。） 

 

 

 

 

 

設置する充電設備出力の総和 上限額（万円） 

50kW以上 90kW未満 ２００ 

90kW以上 150kW未満 ３００ 

150kW以上 250kW未満 ４００ 

250kW以上 350kW未満 ５００ 

350kW以上 ６００ 

急速

（90kW

以上）

急速

（50kW以上

90kW未満）

平置き 平置き

（1） 充電設備設置工事費 単位

基数 ア．基礎・据付工事費

基数 イ．搬入・運搬費

② 電気配線工事費 基数

③ 高圧受変電設備設置工事費 申請 設置する充電設備出力の総和に応じた額

④ 特別措置に基づく受電工事費 申請

（2） 案内板設置工事費 単位

案内板設置工事費 申請

（3） 付帯設備設置工事費 単位

① 充電スペースのライン引き工事費 基数

② 路面表示工事費 口数

③ 屋根設置工事費

④ 小屋設置工事費

⑤ 充電設備防護用部材設置工事費 基数

⑥ 電灯設置工事費 基数

（4） その他設置に係る費用 単位

① 雑材・消耗品費、養生費 申請

図面作成費 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

レイアウト検討費 10 10 10 10 10 10 10 10 10 45 45 45 45 45 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

電力会社立会・協議費 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

③ 安全誘導員費 申請

④ 停電回避費 申請 高速道路SA・PA等（特別な仕様に基づく工事）への設置

⑤ 充電スペース造成費 申請
経路充電、目的地充電及び基礎充電の内既存マンション等へ
の設置工事でセンターが認めた場合

⑥ （1）～（3）の工事でかかったその他労務費 申請 現場監督費、世話役等の労務費

3700 3050

3700 3050

事業の種類
高速道路SA・PA及び道の駅等への
充電設備設置事業（経路充電）

商業施設及び宿泊施設等への
充電設備設置事業（目的地充電）

マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業（基礎充電）

設置場所の例 高速道路SA・PA等
（特別な仕様に基づく工事）

高速道路SA・PA等
（特別な仕様に

基づかない工事）

道の駅／給油所／公道上

空白地域
コンビニエンスストア

/自動車ディーラー

分譲・賃貸マンション等

月極駐車場 従業員駐車場、社有車駐車場／共同利用充電拠点

簡易以外 簡易

対象となる充電設備
急速

（90kW

以上）

急速

（50kW以上

90kW未満）

急速

（50kW

以上）

急速

（90kW

以上）

急速

（50kW以上

90kW未満）

コンセント

駐車場形態 平置き 平置き 平置き 平置き 平置き 平置き 機械式 平置き

コンセント
普通・

ｺﾝｾﾝﾄｽﾀﾝﾄﾞ
コンセント

急速

（50kW以上）

急速

（10kW以上

50kW未満）

普通・

ｺﾝｾﾝﾄｽﾀﾝﾄﾞ

普通・

ｺﾝｾﾝﾄｽﾀﾝﾄﾞ
コンセント

普通・

ｺﾝｾﾝﾄｽﾀﾝﾄﾞ

普通・

ｺﾝｾﾝﾄｽﾀﾝﾄﾞ
コンセント

普通・

ｺﾝｾﾝﾄｽﾀﾝﾄﾞ

平置き 平置き 機械式 平置き 機械式

充電設備の補助率 定額（1/1以内） 定額（1/1以内）
定額

（1/1以内）

定額

（1/1以内）

平置き

・機械式
平置き 機械式 平置き 機械式 平置き機械式 平置き 機械式 平置き 機械式

平置き

・機械式

　1／2以内 1／2以内 1／2以内

補助対象となる工事区分及び工事項目 定額（1/1以内） 定額（1/1以内）
定額

（1/1以内）
定額（1/1以内） 定額（1/1以内）

① 充電設備設置工事費

25 25 25 25

定額（1/1以内） 定額（1/1以内）

25 15 50 2

8 8 8 8 8

2 15 50 250 15 50 2 50 15

1 1

25 15 50 2 5050 25

250 130 130 130 130 65 120 65

8 8 1 11 1 11 1

600 600 600 600 600

65 65 120 65120 65 120 65 120 65

600 600 600 600

130 65 120 65 120120 130

600 600

95 95 95 95 95 30 30 30

600 600 600 600 600 600600 600 600 600600 600

（1）小計（（1）③を除く） 378 258 258 258

30 30 30 3030 30 30 30 30 30

201 97 200 111

95 30 30 30 3030 95

12 12 12

201 97 200201 97 200 258 258 111201 97 200 111 97 111258 111

5 5 5 5 5

12 12 1212 12 12

5 5 5

15 15 15 15 15 15 15

5 5 5 55 55

15 15 15

基数
一つの申請で屋根と小屋を重複して選択は
できない。

45 45 45

15 15 1515 15

45 45 45 45 45 45

45 45 45 4545 4545 45 45 45

45 45 45

45 45

8 8 8 8 8 8 20 8 20

45 45 45 4545 45

5 5

8 20 8 20

5 5 5 5 5 5

8 20 8 20 8 88 20 8 20

（3）小計 78 78 78 78 78 78 20 78

5 5 5 55 55

78 78 20 78 200 78 20 78 20 7820 78 20 78 20 0

5 55 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

25 60 60 60

5

② レイアウト検討費 申請 25 25 25 25 25 25

5 5 5 5 5 55 5 5 5

25

15 15 15 15 15 10 10 10 10

25 25 25 25 25 2560 60 60 25 25 2525 25

10 10 10 1010 10 10 10 15 1510 10 10 10 10 10

50 50 50 50 50 50 50

17 17 17 17 17 8

50 50 50 50

8

（4）小計 112 112 112 112 112 98 48 98

8 17 17 8 8 88 8 8 8 8 88 8

62 48 48 48 48

補助金交付上限額　（高圧受変電設備の設置「無」） 400 280 280 280

133 48 48 48 48 6248 133 83 133 83 133

135 95 135

補助金交付上限額　（高圧受変電設備の設置「有」） 1000 880 880 880 740 735

135 95 135 140 108 135135 95 135 95 65 135140 135

735735 740 708 735 735 695735 735 735 695735 695 735 735 735

1／2以内

695

135 95 135 135

8 8 8 8

説明 工事の補助率

*1 *1 *1*1

*5

*2 *3 *2

*4
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（別表２）充電設備の条件 

センターが補助対象と認める充電設備の条件は、次に掲げるものとする。 

 

１．センターが補助対象と認める「急速充電設備」及び「普通充電設備」は、市販されてい

る電気自動車等と当該充電設備の充電時の「互換性」及び「安全性」が第三者により担

保されていることを条件とする。なお、第三者については審査委員会の承認を得て、セ

ンターが別に定める。 

２．「急速充電設備」及び「普通充電設備」については、原則として、全事業において国際

規格（IEC61851、IEC62196）に準拠していることを条件とする。 

３．高速道路ＳＡ・ＰＡ及び道の駅等への充電設備設置事業（経路充電）および商業施設及

び宿泊施設等への充電設備設置事業（目的地充電）においてセンターが補助対象と認め

る「急速充電設備」及び「普通充電設備」は、持続性を担保するため、充電設備本体が

ＯＣＰＰ１.６以降に準拠していることを条件とする。 

 

（別表３）センターが別に定める期間等 

選定区分 充電設備の種類 
交付申請期間 

（注１） 

交付決定期間 

（注１） 

実績報告期限日 

（注１） 

令和７年 

急速充電設備 
令和7年 

7月1日（火） 

～ 

７月22日（火） 

令和7年 

8月 

～ 

10月 

令和8年 

1月30日（金） 
普通充電設備 

年度またぎ 

事業 
急速充電設備 

令和７年 

12月8日（月） 

～ 

12月15日（月） 

令和8年 

1月 

～ 

2月中旬 

令和9年 

1月15日（金） 

（注２） 

注１．詳細な日程や時間は区分ごとにセンターが別に定める。 

注２．ただし、国の会計年度をまたぐため令和８年４月１日（水）から令和８年４月１０

日（金）までの期間に交付規程第１２条第１項に規定する実績の報告に準じる報告

を同規程第１１条に規定する状況等報告書をもってセンターにすること。 

 

（別表４）交付申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるもの 

設備設置に係る交付申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるもの 

 

①充電設備を設置する土地が借地の場合は、土地の利用及び充電設備設置の許諾を証する書

類 

②商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業において、交付規程第８条第２項の選定に

て優先されるコンビニエンスストアへの申請にあっては、コンビニエンスストアであるこ

とを証する書類 
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③商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業において、交付規程第８条第２項の選定に

て優先される自動車ディーラーへの申請にあっては、自動車ディーラーであることを証す

る書類 

④マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業の申請において、普通

充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドを設置する場合の申請にあっ

ては、駐車場の収容台数を証する書類 

⑤マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業の申請において、既に

充電設備が設置されている申請にあっては、電気自動車等の駐車利用台数が既設充電設備

の充電口数の５０％以上であることを証する書類 

⑥マンション等への充電設備設置事業の申請にあっては、充電設備の設置場所がマンション

等であることを証する書類 

⑦マンション等への充電設備設置事業の分譲済みのマンション等の申請にあっては、充電設

備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていることを証す

る書類 

⑧月極駐車場への充電設備設置事業の申請にあっては、充電設備の設置場所が月極駐車場で

あることを証する書類 

⑨共同利用充電拠点への充電設備設置事業の申請にあっては、共同利用者が三者以上である

こと及び充電設備を共同利用することを証する書類 

⑩その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

（別表５）利益等排除の方法 

１．利益等排除の対象となる調達先 

申請者（リースの場合はそのリース契約の使用者を含む。以下、この表で同じ。）が次の

（１）から（３）の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわ

ゆる下請会社の場合も含む。）は、利益等排除の対象とする。 

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連

会社及び関係会社に基づく。（注３） 

（１）申請者自身 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。） 

２．充電設備の利益等排除の方法 

２－１．充電設備メーカーとの関係性の確認 

（１）申請者の自社調達の場合 当該調達品の製造原価（注４）をもって補助対

象経費とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ

企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上高に対する売上総利益の

割合（以下「売上総利益率」といい、売上総

利益率がマイナスの場合は０とする。）を

もって補助対象経費から利益相当額の排除を

行う。 
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（３）申請者の関係会社（上記（２）を除

く。）からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上高に対する営業利益の割

合（以下「営業利益率」といい、営業利益率

がマイナスの場合は０とする。）をもって補

助対象経費から利益相当額の排除を行う。 

２－２．充電設備販売会社との関係性の確認 

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ

企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上総利益率をもって補助対

象経費から利益相当額の排除を行う。売上総

利益率がマイナスの場合は０とする。 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除

く。）からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における営業利益率をもって補助対象

経費から利益相当額の排除を行う。営業利益

率がマイナスの場合は０とする。 

３．設置工事の利益等排除の方法  

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ

企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上総利益率をもって補助対

象経費から利益相当額の排除を行う。売上総

利益率がマイナスの場合は０とする。 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除

く。）からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における営業利益率をもって補助対象

経費から利益相当額の排除を行う。営業利益

率がマイナスの場合は０とする。 

注３．親会社とは、他の会社（子会社）の議決権のある株式の５０％超を保有している 

会社のこと。 

子会社とは、他の会社（親会社）に議決権のある株式の５０％超を保有されている 

会社のこと。 

関連会社とは、他の会社に議決権のある株式を２０％以上５０％未満保有されてい 

る会社のこと。 

関係会社とは、親会社、子会社及び関連会社のこと。 

注４．当該調達品の製造原価については、製造原価を証明する資料の提出をするものとす

る。 
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（別表６）受付候補となる優先基準 

充電設備の種類 補助対象事業 優先順位 

急速充電設備 １．高速道路ＳＡ・ＰＡ及

び道の駅等への 

充電設備設置事業 

（経路充電） 

 

２．商業施設及び 

宿泊施設等への 

充電設備設置事業 

（目的地充電） 

 

３－３．事務所・工場等へ

の充電設備設置事業 

３－４．共同利用充電拠点

への充電設備設置事業 

（基礎充電） 

①設置場所区分及び充電設備の出力区分を次の

順にて優先し、センターが別に定める予算の

範囲による。 

設置場所区分： 

ⅰ．高速道路ＳＡ・ＰＡ 

ⅱ．道の駅・給油所・公道上・空白地域 

ⅲ．目的地充電（コンビニエンスストア・自

動車ディーラー） 

ⅳ．目的地充電（ⅲを除く。）及び基礎充電

（注５） 

充電設備の出力区分： 

ⅰ．９０ｋＷ以上 

ⅱ．５０ｋＷ以上９０ｋＷ未満 

ⅲ．１０ｋＷ以上５０ｋＷ 

②上記①にてセンターが別に定める予算の範囲

を超過する場合は、超過することとなる優先

順位において、充電設備の出力１ｋＷ当たり

の補助金申請額が低いものを優先する。 

普通充電設備、

充電用コンセン

ト、充電用コン

セントスタンド 

２．商業施設及び 

宿泊施設等への 

充電設備設置事業 

（目的地充電） 

 

 

充電設備の出力１ｋＷ当たりの補助金申請額が 

低いものを優先し、センターが別に定める予算

の範囲による。ただし、総出力６ｋＷ以上の充

電設備は６ｋＷとして扱い、総出力６ｋＷ未満

の充電設備は、実際の総出力を考慮し、３ｋＷ

として扱う。 

３－１．マンション等 

への充電設備設置事業 

３－２．月極駐車場への 

充電設備設置事業 

３－３．事務所・工場等 

への充電設備設置事業 

（基礎充電） 

①設置場所区分を次の順にて優先し、センター

が別に定める予算の範囲による。 

設置場所区分： 

ⅰ．マンション等簡易申請 

ⅱ．マンション等（ⅰを除く。）/月極駐車場

/事務所・工場等 

②上記①にてセンターが別に定める予算の範囲

を超過する場合は、超過することとなる優先

順位において、充電設備の出力１ｋＷ当たり

の補助金申請額が低いものを優先する。ただ
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し、総出力６ｋＷ以上の充電設備は６ｋＷと

して扱い、総出力６ｋＷ未満の充電設備は、

実際の総出力を考慮し、３ｋＷとして扱う。 

注５．目的地充電（ⅲを除く。）及び基礎充電を同列の優先順位として扱うが、予算の残

額を定格出力の区分により、（ⅰ．９０ｋＷ以上：ⅱ．５０ｋＷ以上９０ｋＷ未満）

を（２：１）の割合にて配分し、それぞれの配分内にて選定を行う。ただし、どち

らかの区分が配分額の上限に満たない場合は、もう一方の区分に再配分して選定を

行う。さらに予算の残額がある場合には、ⅲ．１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満の区分へ

配分することとする。 

 

（別表７）軽微な変更 

変更項目 変更内容 

１．工事内容の変更 ①ブレーカー容量の変更 

②電源ケーブルのサイズの変更 

③充電設備や付帯設備の基礎サイズの変更 

④付帯設備のメーカー、型式の変更 

⑤充電スペースの変更 

⑥充電設備を同一敷地内で１０ｍ未満移動 

⑦その他センターが認める変更 

２．工事内容に関わらない変更 ①申請者（共同申請者含む。）の法人名称変更、代表

者変更 

②申請者（共同申請者含む。）の住所変更 

③充電設備設置場所名称の変更 

④地番から住所への変更等 

⑤その他センターが認める変更 

 

（別表８）設備設置に係る実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるもの 

充電設備設置に係る実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるもの 

 

①充電設備代金及び設置工事代金の支払証憑の内訳明細（充電設備の本体価格等の内訳が記

載されているもの） 

②充電設備設置工事の完了を証する書類 

③充電設備及びその設置工事がリースの場合にあっては、貸与料金の算定根拠明細書 

④その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 



21.参考資料 参考 2－19(実施細則) 
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（別表９）取得財産等の保有義務期間と処分を制限する期間（設置完了日からとする） 

事業の種類 
対象となる 

取得財産等 
保有義務期間 

取得財産等の処分を 

制限する期間 ※ 

１.高速道路ＳＡ・ＰＡ 

及び道の駅等への 

充電設備設置事業 

（経路充電） 

２.商業施設及び 

宿泊施設等への 

充電設備設置事業 

（目的地充電） 

３.マンション、月極駐車場

及び事務所・工場等への

充電設備設置事業 

（基礎充電） 

充電設備 

及び 

付帯設備等 

５年 

（※処分を制限する取得財産等は取得価格が単価５０万円以上のものを対象とする。） 

 

（別表１０）取得財産等の保有義務違反とセンターが認めるもの 

センターが取得財産等の保有義務違反と認めるものは、次に掲げるものとする。 

 

１．充電設備や同設備の設置に関し、安全上や法規上の問題が発生し取得財産等の撤去など

が求められた場合。 

２．リース契約期間が保有義務期間を満たしていないことが判明した場合。 

３．その他センターが充電設備の普及の促進に違反すると認めた場合。 

 

（別表１１）取得財産等の処分のうち、センターが認めるもの 

次に掲げる処分（貸し付けの場合にあっては、補助金の交付を受けた者が、充電設備等の所

有権を留保するものに限る。） 

 

１．充電設備設置後に本補助金の目的の達成を図るために、充電インフラネットワーク会社

等へ行われる利用権の許諾。 

２．充電設備の塗装等による広告目的使用。ただし、充電設備機能を低下させたり、外見を

著しく阻害させたりしてはならない。 

３．その他センターが充電設備の普及の促進に特に必要と認める処分。 

 


